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議案第２号 

 

   令和５年度 帯広市一般会計予算 

 

 令和５年度帯広市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 86,172,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（継 続 費） 

第２条 地方自治法第 212 条第 1項の規定による継続費の経費の総額及び年額割は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」

による。 

（地 方 債） 

第４条 地方自治法第 230 条第 1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第 235 条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、14,000,000 千円と定める。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 市税 23,403,910  

 5. 市民税 10,826,883  

10. 固定資産税 8,758,384  

15. 軽自動車税 501,324  

20. 市たばこ税 1,628,884  

30. 入湯税 23,107  

35. 都市計画税 1,665,328  

10. 地方譲与税 866,717  

10. 自動車重量譲与税 499,203  

15. 航空機燃料譲与税 145,513  

20. 地方揮発油譲与税 181,077  

25. 森林環境譲与税 40,924  

15. 利子割交付金 7,284  

 5. 利子割交付金 7,284  

16. 配当割交付金 130,439  

 5. 配当割交付金 130,439  

17. 株式等譲渡所得割交付金 56,438  

 5. 株式等譲渡所得割交付金 56,438  

18. 法人事業税交付金 380,755  

 5. 法人事業税交付金 380,755  

金 額

(単位：千円)

款 項

19. 地方消費税交付金 4,767,293  

 5. 地方消費税交付金 4,767,293  

31. 環境性能割交付金 43,824  

 5. 環境性能割交付金 43,824  

35. 国有提供施設等所在市町村助成 223,750  

交付金

 5. 国有提供施設等所在市町村助成 223,750  

交付金

37. 地方特例交付金 166,003  

 5. 地方特例交付金 154,355  

15. 新型コロナウイルス感染症対策 11,648  

地方税減収補てん特別交付金

40. 地方交付税 14,403,208  

 5. 地方交付税 14,403,208  

45. 交通安全対策特別交付金 24,669  

 5. 交通安全対策特別交付金 24,669  

50. 分担金及び負担金 428,394  

 1. 分担金 4,950  

 5. 負担金 423,444  

55. 使用料及び手数料 2,104,472  

金 額

一般会計
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款 項

 5. 使用料 1,595,287  

10. 手数料 509,185  

60. 国庫支出金 16,015,569  

 5. 国庫負担金 13,273,496  

10. 国庫補助金 2,700,229  

15. 国委託金 41,844  

65. 道支出金 5,787,815  

 5. 道負担金 4,243,848  

10. 道補助金 1,225,280  

15. 道委託金 318,687  

70. 財産収入 286,190  

 5. 財産運用収入 25,794  

10. 財産売払収入 260,396  

75. 寄附金 932,886  

 5. 寄附金 932,886  

80. 繰入金 406,755  

 5. 特別会計繰入金 44,507  

10. 基金繰入金 362,248  

85. 繰越金 1  

 5. 繰越金 1  

金 額

(単位：千円)

款 項

90. 諸収入 12,134,585  

 5. 延滞金及び過料 29,000  

10. 市預金利子 191  

20. 貸付金元利収入 9,182,432  

30. 雑入 2,922,962  

95. 市債 3,601,043  

 5. 市債 3,601,043  

86,172,000  

金 額

歳 入 合 計

一般会計
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     歳        出

款 項

 5. 議会費 338,888  

 5. 議会費 338,888  

10. 総務費 3,031,091  

 5. 総務管理費 2,658,529  

10. 徴税費 132,332  

15. 戸籍住民基本台帳費 97,663  

20. 選挙費 128,759  

25. 統計調査費 9,784  

35. 監査委員費 4,024  

15. 民生費 32,979,240  

 5. 社会福祉費 12,562,716  

10. 年金費 995  

15. 児童福祉費 9,105,670  

20. 医療給付費 3,340,462  

25. 生活保護費 7,969,397  

20. 衛生費 3,146,461  

 5. 保健衛生費 1,505,681  

10. 清掃費 817,888  

15. 衛生諸費 822,892  

25. 労働費 78,472  

金 額

(単位：千円)

款 項

 5. 労働諸費 78,472  

30. 農林水産業費 4,041,774  

 5. 農業費 3,858,595  

10. 林業費 183,179  

35. 商工費 7,548,488  

 5. 商工費 7,548,488  

40. 土木費 5,517,199  

10. 道路橋りょう費 2,943,842  

15. 河川費 15,062  

20. 都市計画費 1,006,790  

30. 住宅費 1,551,505  

45. 消防費 2,098,107  

 5. 消防費 2,098,107  

50. 教育費 6,376,561  

 5. 教育総務費 227,924  

10. 小学校費 1,213,486  

15. 中学校費 954,567  

20. 高等学校費 99,163  

25. 社会教育費 1,070,050  

30. 保健体育費 2,811,371  

金 額

一般会計
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(単位：千円)

款 項

55. 公債費 8,060,290  

 5. 公債費 8,060,290  

60. 諸支出金 1,659,274  

 5. 財政調整基金費 728  

10. 減債基金費 1  

20. 公営企業費 1,488,192  

25. 諸支出金 170,353  

65. 職員費 11,256,155  

 5. 職員給与関係費 11,256,155  

70. 予備費 40,000  

 5. 予備費 40,000  

86,172,000  

金 額

歳 出 合 計

一般会計

- 5 -



一般会計

総 額 年 度 年 割 額

千円 千円

令和5年度 325,300

令和6年度 139,754

第２表　　継 　　続 　　費

款 項 事 業 名

50. 教育費 15. 中学校費 大空地区義務教育学校整備費（旧大空小学校解体） 465,054

- 6 -



　新　　規

事 項

千円

例規集電子システム作成等業務委託 令和5年度から令和10年度まで 15,800

帯広市企業立地促進補助金 令和5年度から令和7年度まで 19,000

帯広市企業立地促進補助金 令和5年度から令和8年度まで 75,600

路面清掃業務委託 令和5年度から令和6年度まで 12,000

市道区画線設置事業費 令和5年度から令和6年度まで 30,000

小学校児童用机・椅子整備費（令和5年度導入分） 令和5年度から令和12年度まで 41,300

学校給食用食器賃借料（令和5年度導入分） 令和5年度から令和12年度まで 14,400

　変　　更

期　　間 限度額 限度額

（限度額の変更） 千円 千円

総合体育館整備運営事業
平成28年度から
令和21年度まで

10,514,700 10,602,000

（期間及び限度額の変更）

水利施設整備事業負担金
平成25年度から
令和21年度まで

63,000 58,800

（期間の変更）

市道用地取得費
平成30年度から
令和6年度まで

19,800 変更前と同じ

　廃　　止

事 項

千円

多目的広場用地取得費 93,900

一般会計

変更前と同じ

平成25年度から
令和24年度まで

平成30年度から
令和8年度まで

期 間 限 度 額

平成14年度から令和6年度まで

第３表　　債 務 負 担 行 為

期 間 限 度 額

事 項
変 更 前 変 更 後

期　　間

- 7 -



一般会計

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

防災拠点施設等整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生活館施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火葬場整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業センター施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

農業基盤整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市有林造成費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

空港整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

除雪機械購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特殊舗装整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

側溝整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道路ストック補修事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新設改良舗装整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

橋りょう長寿命化事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交通安全施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

普通河川整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市計画道路整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公園整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

帯広の森整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自転車・歩行者利用環境整備費　　　　　　　　　　　　　　　　

公営住宅建替事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消火栓整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４表　　地 　　方 　　債

普通貸借もし
くは証券発行

8.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借
入れる政府資金及び
地方公共団体金融機
構資金並びに株式会
社日本政策金融公庫
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

政府資金については、そ
の融通条件により、銀行
その他の資金の場合には
その債権者との協定によ
るものとする。ただし、
市財政の都合により据置
期間及び償還期限を変更
し、もしくは低利債に借
換又は繰上償還をするこ
とができる。
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

消防自動車購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,000

消防団詰所整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,700

教職員住宅解体費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,700

教職員住宅整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,800

スクールバス購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,200

学校環境整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　283,200

とかちプラザ施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54,200

市民文化ホール施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,700

百年記念館施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,700

児童会館施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000

動物園施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,300

体育施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　236,700

臨時財政対策債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430,743

合 計 3,601,043

一般会計
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議案第３号 

 

   令和５年度 帯広市国民健康保険会計予算 

 

 令和５年度帯広市の国民健康保険会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,307,491 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 国民健康保険料 3,030,034  

 5. 国民健康保険料 3,030,034  

15. 国庫支出金 1,189  

10. 国庫補助金 1,189  

25. 道支出金 11,359,839  

10. 保険給付費等交付金 11,359,839  

35. 財産収入 1,177  

 5. 財産運用収入 1,177  

40. 繰入金 1,882,968  

 5. 繰入金 1,882,968  

43. 繰越金 1  

 5. 繰越金 1  

45. 諸収入 32,283  

 5. 延滞金及び過料 14,978  

15. 雑入 17,305  

16,307,491  

金 額

歳 入 合 計

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 5. 総務費 306,265  

 5. 総務管理費 306,265  

10. 保険給付費 11,173,400  

 5. 保険給付費 11,173,400  

16. 国民健康保険事業費納付金 4,622,311  

 5. 国民健康保険事業費納付金 4,622,311  

25. 保健事業費 150,903  

 5. 保健事業費 150,903  

30. 基金積立金 1,177  

 5. 基金積立金 1,177  

40. 諸支出金 33,435  

 5. 諸費 10,000  

10. 繰出金 23,435  

50. 予備費 20,000  

 5. 予備費 20,000  

16,307,491  

金 額

歳 出 合 計

国民健康保険会計
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議案第４号 

 

   令和５年度 帯広市後期高齢者医療会計予算 

 

 令和５年度帯広市の後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,807,482 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 後期高齢者医療保険料 2,001,546  

 5. 後期高齢者医療保険料 2,001,546  

10. 繰入金 729,311  

 5. 繰入金 729,311  

15. 繰越金 1  

 5. 繰越金 1  

20. 諸収入 76,624  

 5. 延滞金及び過料 1  

10. 償還金及び還付加算金 1,610  

15. 雑入 75,013  

2,807,482  

金 額

歳 入 合 計

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 5. 総務費 148,700  

 5. 総務管理費 148,700  

10. 後期高齢者医療広域連合納付金 2,657,172  

 5. 後期高齢者医療広域連合納付金 2,657,172  

15. 諸支出金 1,610  

 5. 諸費 1,610  

2,807,482  

金 額

歳 出 合 計

後期高齢者医療会計
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議案第５号 

 

   令和５年度 帯広市介護保険会計予算 

 

 令和５年度帯広市の介護保険会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ  16,573,796 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 介護保険料 3,010,349  

 5. 介護保険料 3,010,349  

10. 国庫支出金 3,948,993  

 5. 国庫負担金 2,786,160  

10. 国庫補助金 1,162,833  

15. 支払基金交付金 4,305,375  

 5. 支払基金交付金 4,305,375  

20. 道支出金 2,328,053  

 5. 道負担金 2,203,982  

10. 道補助金 124,071  

25. 財産収入 749  

 5. 財産運用収入 749  

30. 繰入金 2,979,791  

 5. 繰入金 2,979,791  

33. 繰越金 1  

 5. 繰越金 1  

40. 諸収入 485  

 5. 延滞金及び過料 1  

10. 雑入 484  

16,573,796  

金 額

歳 入 合 計

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 5. 総務費 367,540  

 5. 総務管理費 367,540  

10. 保険給付費 15,354,286  

 5. 保険給付費 15,354,286  

12. 地域支援事業費 842,151  

 5. 地域支援事業費 842,151  

20. 基金積立金 749  

 5. 基金積立金 749  

25. 諸支出金 4,070  

 5. 諸費 4,070  

35. 予備費 5,000  

 5. 予備費 5,000  

16,573,796  

金 額

歳 出 合 計

介護保険会計
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議案第６号 

 

   令和５年度 帯広市中島霊園事業会計予算 

 

 令和５年度帯広市の中島霊園事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 45,260 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 霊園事業収入 45,260  

 5. 使用料及び手数料 4,680  

 7. 財産収入 1  

10. 繰入金 40,579  

45,260  

金 額

歳 入 合 計

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 5. 霊園事業費 45,260  

 5. 霊園管理費 11,380  

15. 公債費 33,879  

18. 積立金 1  

45,260  

金 額

歳 出 合 計

中島霊園事業会計
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議案第７号 

 

   令和５年度 帯広市ばんえい競馬会計予算 

 

 令和５年度帯広市のばんえい競馬会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 49,736,048 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 競馬事業収入 48,519,492  

 5. 収益事業収入 48,519,492  

10. 使用料及び手数料 1,703  

10. 手数料 1,703  

15. 財産収入 4,355  

 5. 財産運用収入 4,355  

20. 寄附金 48,494  

 5. 寄附金 48,494  

25. 繰入金 540,828  

 5. 繰入金 540,828  

30. 諸収入 621,176  

 3. 市預金利子 1  

 5. 雑入 621,175  

49,736,048  

金 額

歳 入 合 計

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 5. 競馬費 49,418,240  

 5. 競馬経営費 49,285,498  

10. 職員給与関係費 132,742  

10. 諸支出金 317,808  

 5. 基金積立金 317,808  

49,736,048  

金 額

歳 出 合 計

ばんえい競馬会計
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議案第８号 

 

   令和５年度 帯広市駐車場事業会計予算 

 

 令和５年度帯広市の駐車場事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,170 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

   令和５年３月１日提出 

 

帯広市長 米 沢 則 寿 
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

     歳        入

款 項

 5. 駐車場事業収入 26,170  

25. 諸収入 26,170  

26,170  

金 額

歳 入 合 計

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 5. 駐車場事業費 26,170  

 5. 駐車場管理費 5,098  

20. 諸支出金 21,072  

26,170  

金 額

歳 出 合 計

駐車場事業会計
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議案第９号 

令和５年度 帯広市水道事業会計予算 

 
（総 則） 

第１条 令和５年度帯広市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１） 給 水 戸 数           水道事業           81,500 戸 

                簡易水道事業      1,046 戸 

           計          82,546 戸 

（２） 年 間 総 給 水 量             水道事業         15,775,000 ㎥ 

   簡易水道事業          578,200 ㎥ 

                   計             16,353,200 ㎥ 

  （３） 一 日 平 均 給 水 量             水道事業                43,101 ㎥ 

    簡易水道事業           1,580 ㎥ 

                   計               44,681 ㎥ 

  （４） 新 設 給 水 装 置 工 事             水道事業             1,000 個 

    簡易水道事業             8 個 

                   計                1,008 個 

  （５） 主 な 建 設 改 良 事 業 

       配水管整備事業           水道事業            延長 10,875 ｍ 

       施 設 整 備 事 業     水道事業         中島配水場設備更新事業費 

                            帯広の森減圧弁室設備更新事業費 

                   簡易水道事業   川西地区受水切替事業費 
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（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

第２款 簡 易 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

収 入 合 計 千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

第３項 予 備 費 千円

第２款 簡 易 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

支 出 合 計 千円
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（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

第２款 簡 易 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

収 入 合 計 千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

第３項 予 備 費 千円

第２款 簡 易 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

支 出 合 計 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 千円、過年

度分損益勘定留保資金 千円、当年度分損益勘定留保資金 千円及び減債積立金

千円で補てんするものとする。）

収 入

第１款 水 道 事 業 資 本 的 収 入 千円

第１項 企 業 債 千円

第２項 負 担 金 千円

第３項 補 助 金 千円

第２款 簡易水道事業資本的収入 千円

第１項 企 業 債 千円

第２項 出 資 金 千円

第３項 負 担 金 千円

収 入 合 計 千円

支 出

第１款 水 道 事 業 資 本 的 支 出 千円

第１項 建 設 改 良 費 千円

第２項 償 還 金 千円

第３項 返 還 金 千円

第４項 予 備 費 千円

第２款 簡易水道事業資本的支出 千円

第１項 建 設 改 良 費 千円

第２項 償 還 金 千円

支 出 合 計 千円
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（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項､期間及び限度額は､次のとおりと定める。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

（水道事業）

配 水 管 整 備 事 業 費

施 設 整 備 費

（簡易水道事業）

施 設 整 備 費

千円

普通貸借も

しくは証券

発行

％以内
（ただし、利率見

直 し 方 式 で 借 入

れ る 政 府 資 金 及

び 地 方 公 共 団 体

金 融 機 構 資 金 に

ついて、利率の見

直 し を 行 っ た 後

においては、当該

見直し後の利率）

政府資金については、その

融通条件により、銀行その他

の資金の場合にはその債権者

との協定によるものとする。

ただし、企業財政の都合に

より据置期間及び償還期限を

変更し、もしくは低利債に借

換又は繰上償還をすることが

できる。

合 計

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の

流用。

事 項 期 間 限 度 額

（新規）

上下水道料金収納業務等委託 令和 年度から

令和 年度まで

千円
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（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項､期間及び限度額は､次のとおりと定める。

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

（水道事業）

配 水 管 整 備 事 業 費

施 設 整 備 費

（簡易水道事業）

施 設 整 備 費

千円

普通貸借も

しくは証券

発行

％以内
（ただし、利率見

直 し 方 式 で 借 入

れ る 政 府 資 金 及

び 地 方 公 共 団 体

金 融 機 構 資 金 に

ついて、利率の見

直 し を 行 っ た 後

においては、当該

見直し後の利率）

政府資金については、その

融通条件により、銀行その他

の資金の場合にはその債権者

との協定によるものとする。

ただし、企業財政の都合に

より据置期間及び償還期限を

変更し、もしくは低利債に借

換又は繰上償還をすることが

できる。

合 計

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の

流用。

事 項 期 間 限 度 額

（新規）

上下水道料金収納業務等委託 令和 年度から

令和 年度まで

千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職 員 給 与 費 千円

（２） 交 際 費 千円

（たな卸資産の購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、 千円と定める。

令和５年３月１日提出

帯広市長 米 沢 則 寿
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令和５年度　帯広市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

　収　　入 　支　　出 （単位　千円）

予 定 額 備 考 予 定 額 備 考
水 道 事 業 収 益 水 道 事 業 費 用

営 業 収 益 営 業 費 用
給 水 収 益 原 水 及 び 浄 水 費
他 会 計 負 担 金 配 水 費
負 担 金 給 水 費
手 数 料 業 務 費
補 償 金 総 係 費
そ の 他 営 業 収 益 職 員 給 与 費

営 業 外 収 益 減 価 償 却 費
受取利息及び配当金 資 産 減 耗 費
他 会 計 負 担 金 営 業 外 費 用
長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益

雑 支 出
予 備 費

予 備 費

簡易水道事業収益 簡易水道事業費用
営 業 収 益 営 業 費 用

給 水 収 益 原 水 及 び 浄 水 費
他 会 計 負 担 金 配 水 費
負 担 金 給 水 費
手 数 料 業 務 費
補 償 金 総 係 費

営 業 外 収 益 職 員 給 与 費

長 期 前 受 金 戻 入 減 価 償 却 費
雑 収 益 営 業 外 費 用

支 払 利 息 及 び
特 別 利 益 企 業 債 取 扱 諸 費

そ の 他 特 別 利 益 雑 支 出
特 別 損 失

そ の 他 特 別 損 失

収　入　合　計 支　出　合　計

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

目款 項 目 款 項
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令和５年度　帯広市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

　収　　入 　支　　出 （単位　千円）

予 定 額 備 考 予 定 額 備 考
水 道 事 業 収 益 水 道 事 業 費 用

営 業 収 益 営 業 費 用
給 水 収 益 原 水 及 び 浄 水 費
他 会 計 負 担 金 配 水 費
負 担 金 給 水 費
手 数 料 業 務 費
補 償 金 総 係 費
そ の 他 営 業 収 益 職 員 給 与 費

営 業 外 収 益 減 価 償 却 費
受取利息及び配当金 資 産 減 耗 費
他 会 計 負 担 金 営 業 外 費 用
長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益

雑 支 出
予 備 費

予 備 費

簡易水道事業収益 簡易水道事業費用
営 業 収 益 営 業 費 用

給 水 収 益 原 水 及 び 浄 水 費
他 会 計 負 担 金 配 水 費
負 担 金 給 水 費
手 数 料 業 務 費
補 償 金 総 係 費

営 業 外 収 益 職 員 給 与 費

長 期 前 受 金 戻 入 減 価 償 却 費
雑 収 益 営 業 外 費 用

支 払 利 息 及 び
特 別 利 益 企 業 債 取 扱 諸 費

そ の 他 特 別 利 益 雑 支 出
特 別 損 失

そ の 他 特 別 損 失

収　入　合　計 支　出　合　計

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

目款 項 目 款 項

資 本 的 収 入 及 び 支 出

　収　　入 　支　　出 （単位　千円）

予 定 額 備 考 予 定 額 備 考
水 道 事 業
資 本 的 収 入

水 道 事 業
資 本 的 支 出

企 業 債 建 設 改 良 費
建 設 改 良 費 等 の 固 定 資 産 取 得 費
財 源 に 充 て る 配水管整備事業費
た め の 企 業 債 量水器整備事業費

負 担 金 施 設 整 備 費
負 担 金 職 員 給 与 費

補 助 金 償 還 金

補 助 金 企 業 債 償 還 金
補 助 金 返 還 金

国庫補助金返還金
予 備 費

予 備 費

簡 易 水 道 事 業
資 本 的 収 入

簡 易 水 道 事 業
資 本 的 支 出

企 業 債 建 設 改 良 費

建 設 改 良 費 等 の 固 定 資 産 取 得 費
財 源 に 充 て る 配水管整備事業費
た め の 企 業 債 量水器整備事業費

出 資 金 施 設 整 備 費
出 資 金 職 員 給 与 費

償 還 金
負 担 金 企 業 債 償 還 金

負 担 金

収　入　合　計 支　出　合　計

款 項 目款 項 目
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(単位  千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益 有 形 固 定 資 産 の取 得 に よる 支出 △ 1,941,871

減 価 償 却 費 負 担 金 に よ る 収 入

退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 6,260 補 助 金 に よ る 収 入

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 988 補 助 金 の 返 還 に よ る 支 出 △ 2,039

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 9,316 控 除 対 象 外 消 費 税 圧 縮 額 △ 9,779

長 期 前 受 金 戻 入 額 △ 255,346 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,843,293

受 取 利 息 及 び 配 当 金 △ 34

支 払 利 息 ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

固 定 資 産 除 却 損 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る

未 収 金 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ） た め の 企 業 債 に よ る 収 入

未 払 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ） △ 13,395 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る

たな卸資産の増減額（△は増加） た め の 企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出 △ 1,099,394

　　　　　　小　　　　　　計 他 会 計 出 資 金 に よ る 収 入

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 283,506

利 息 の 支 払 額 △ 195,084

業務活動によるキャッシュ・フロー

令和５年度  帯広市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

資 金 増 加 額 （ 又 は 減 少 額 ）

資 金 期 首 残 高

資 金 期 末 残 高
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(単位  千円)

１ 固 定 資 産 ３ 固 定 負 債
有 形 固 定 資 産 企 業 債

イ 土 地 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
ロ 建 物 充 て る た め の 企 業 債

建 物 引 当 金
減 価 償 却 累 計 額 △ 1,578,309 イ 退 職 給 付 引 当 金

ハ 構 築 物 固 定 負 債 合 計
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額 △ 25,863,964 ４ 流 動 負 債

ニ 機 械 及 び 装 置 企 業 債
機 械 及 び 装 置 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
減 価 償 却 累 計 額 △ 3,355,626 充 て る た め の 企 業 債

ホ 車 両 運 搬 具 未 払 金
車 両 運 搬 具 引 当 金
減 価 償 却 累 計 額 △ 22,636 イ 賞 与 引 当 金

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 預 り 金
工 具 器 具 及 び 備 品 流 動 負 債 合 計
減 価 償 却 累 計 額 △ 230,997

ト 建 設 仮 勘 定 ５ 繰 延 収 益
有 形 固 定 資 産 合 計 長 期 前 受 金
無 形 固 定 資 産 イ 受 贈 財 産 評 価 額

イ 施 設 利 用 権 ロ 負 担 金
ロ 電 話 加 入 権 ハ 補 償 金

無 形 固 定 資 産 合 計 ニ 補 助 金
投 資 そ の 他 の 資 産 長 期 前 受 金 合 計

イ 出 資 金 長期前受金収益化累計額
ロ 破 産 更 生 債 権 等 イ 受 贈 財 産 評 価 額 △ 2,972,322

破産更生債権等貸倒引当金 △ 1,490 ロ 負 担 金 △ 362,862
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 ハ 補 償 金 △ 789,588

ニ 補 助 金 △ 2,043,712
固 定 資 産 合 計 長期前受金収益化累計額合計 △ 6,168,484

建設仮勘 定長 期前 受金
２ 流 動 資 産 繰 延 収 益 合 計

現 金 預 金
未 収 金 負 債 合 計
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 16,169
貯 蔵 品
そ の 他 流 動 資 産
流 動 資 産 合 計 ６ 資 本 金

７ 剰 余 金
資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

令和５年度  帯広市水道事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資 産 の 部 負 債 の 部

資 本 の 部
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１　水　道　事　業 (単位  千円)

１．営　業　収　益
給 水 収 益
他 会 計 負 担 金
他 会 計 補 助 金
負 担 金
手 数 料
補 償 金
そ の 他 営 業 収 益

２．営　業　費　用
原 水 及 び 浄 水 費
配 水 費
給 水 費
業 務 費
総 係 費
職 員 給 与 費
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費

水 道 事 業 営 業 利 益

３．営　業　外　収　益
受 取 利 息 及 び 配 当 金
他 会 計 負 担 金
長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益

４．営　業　外　費　用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑 支 出

５．予　　備　　費
予 備 費

水 道 事 業 経 常 利 益

水 道 事 業 当 年 度 純 利 益

令和４年度  帯広市水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
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２　簡　易　水　道　事　業
１．営　業　収　益

給 水 収 益
他 会 計 負 担 金
他 会 計 補 助 金
負 担 金
手 数 料
補 償 金

２．営　業　費　用
原 水 及 び 浄 水 費
配 水 費
給 水 費
業 務 費
総 係 費
職 員 給 与 費
減 価 償 却 費

簡 易 水 道 事 業 営 業 損 失

３．営　業　外　収　益
長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益

４．営　業　外　費　用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑 支 出

簡 易 水 道 事 業 経 常 損 失

簡易水道事業当年度純損失

当 年 度 純 利 益

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金
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(単位  千円)

１ 固 定 資 産 ３ 固 定 負 債
有 形 固 定 資 産 企 業 債

イ 土 地 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
ロ 建 物 充 て る た め の 企 業 債

建 物 引 当 金
減 価 償 却 累 計 額 △ 1,510,705 イ 退 職 給 付 引 当 金

ハ 構 築 物 固 定 負 債 合 計
構 築 物
減 価 償 却 累 計 額 △ 24,803,733 ４ 流 動 負 債

ニ 機 械 及 び 装 置 企 業 債
機 械 及 び 装 置 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
減 価 償 却 累 計 額 △ 3,053,184 充 て る た め の 企 業 債

ホ 車 両 運 搬 具 未 払 金
車 両 運 搬 具 引 当 金
減 価 償 却 累 計 額 △ 22,636 イ 賞 与 引 当 金

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 預 り 金
工 具 器 具 及 び 備 品 流 動 負 債 合 計
減 価 償 却 累 計 額 △ 224,062

ト 建 設 仮 勘 定 ５ 繰 延 収 益
有 形 固 定 資 産 合 計 長 期 前 受 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
無 形 固 定 資 産 ロ 負 担 金

イ 施 設 利 用 権 ハ 補 償 金
ロ 電 話 加 入 権 ニ 補 助 金

無 形 固 定 資 産 合 計 長 期 前 受 金 合 計
長期前受金収益化累計額

投 資 そ の 他 の 資 産 イ 受 贈 財 産 評 価 額 △ 2,883,325
イ 出 資 金 ロ 負 担 金 △ 356,888
ロ 破 産 更 生 債 権 等 ハ 補 償 金 △ 755,842

破産更生債権等貸倒引当金 △ 1,790 ニ 補 助 金 △ 1,954,998
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 長期前受金収益化累計額合計 △ 5,951,053

建設仮勘 定長 期前 受金
固 定 資 産 合 計 繰 延 収 益 合 計

２ 流 動 資 産 負 債 合 計
現 金 預 金
未 収 金
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 16,857
貯 蔵 品 ６ 資 本 金
そ の 他 流 動 資 産
流 動 資 産 合 計 ７ 剰 余 金

資 本 剰 余 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

ロ 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

令和４年度  帯広市水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資 産 の 部 負 債 の 部

資 本 の 部
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注 記

１．重要な会計方針

（１）資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却方法

イ．有形固定資産

（イ）減価償却の方法 定額法による。

（ロ）主な耐用年数

建物 １５～５０年

構築物 ２０～４０年

機械及び装置 ８～２０年

車両運搬具 ５年

工具器具及び備品 ３～１５年

ロ．無形固定資産

（イ）減価償却の方法 定額法による。

（ロ）耐用年数

施設利用権 ５０年

（３）引当金の計上方法

イ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ．退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末の退職手当要支給額における、水道事業会計が負担すべき金額を

計上している。計上額の算定に当たっては、職員が水道事業会計に在職した月数に基づき、負担額の算定を行っている。
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ハ．賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額

に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

２．予定キャッシュ・フロー計算書等関連

（１）重要な非資金取引

当事業年度において、重要な非資金取引は予定していない。

３．予定貸借対照表等関連

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

令和５年度水道事業会計予定貸借対照表に計上されている企業債（ 年以内に償還予定のものも含む）のうち、「一般会計

から公営企業会計に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は 千円である。

（２）みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 年 月 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額に

ついては、平成 年 月 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把

握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象

とした按分等の方法を用いて、合理的に整理している。

４．セグメント情報の開示

（１）報告セグメントの概要

当水道事業会計では、水道事業及び簡易水道事業を運営しており、それぞれ運営方針等を決定していることから、「水道

事業」、「簡易水道事業」の２つの報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。
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ハ．賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額

に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

２．予定キャッシュ・フロー計算書等関連

（１）重要な非資金取引

当事業年度において、重要な非資金取引は予定していない。

３．予定貸借対照表等関連

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

令和５年度水道事業会計予定貸借対照表に計上されている企業債（ 年以内に償還予定のものも含む）のうち、「一般会計

から公営企業会計に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は 千円である。

（２）みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 年 月 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額に

ついては、平成 年 月 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把

握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象

とした按分等の方法を用いて、合理的に整理している。

４．セグメント情報の開示

（１）報告セグメントの概要

当水道事業会計では、水道事業及び簡易水道事業を運営しており、それぞれ運営方針等を決定していることから、「水道

事業」、「簡易水道事業」の２つの報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

（２）報告セグメントごとの営業収益等

前事業年度（自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日） （単位 千円）

事業区分 水道事業 簡易水道事業 合計

営業収益

営業費用

営業損益 △

経常損益 △

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

事業区分 事業の内容

水道事業 簡易水道事業以外の地区における水道水の供給

簡易水道事業

桜木町、泉町、以平町、拓成町、太平町、上清川町、広野町、上帯広町、基

松町、美栄町、清川町、富士町及び豊西町の全域並びに幸福町、昭和町、大

正町、別府町、八千代町、岩内町及び川西町の一部における水道水の供給
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当事業年度（自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日） （単位 千円）

事業区分 水道事業 簡易水道事業 合計

営業収益

営業費用

営業損益 △

経常損益 △

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

５．減損損失

水道事業の運営は、保有している複数の資産を一体として行っていることから、１つの資産グループとしている。ただし、将

来の使用が見込まれない遊休資産については、そのグループから除いて個別に管理している。

当事業年度において、以下の遊休資産は、固定資産税評価等を基に算出した当該資産の評価額が帳簿価額を上回るため、減損

損失は認識していない。

用途 資産の種類 場所

遊休資産 土地 帯広市西 条南 丁目 番

遊休資産 土地 帯広市大正町 番 、 番

６．その他

（１）貸倒引当金の取崩

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に、貸倒引当金 千円を使用する予定である。
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当事業年度（自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日） （単位 千円）

事業区分 水道事業 簡易水道事業 合計

営業収益

営業費用

営業損益 △

経常損益 △

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

５．減損損失

水道事業の運営は、保有している複数の資産を一体として行っていることから、１つの資産グループとしている。ただし、将

来の使用が見込まれない遊休資産については、そのグループから除いて個別に管理している。

当事業年度において、以下の遊休資産は、固定資産税評価等を基に算出した当該資産の評価額が帳簿価額を上回るため、減損

損失は認識していない。

用途 資産の種類 場所

遊休資産 土地 帯広市西 条南 丁目 番

遊休資産 土地 帯広市大正町 番 、 番

６．その他

（１）貸倒引当金の取崩

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に、貸倒引当金 千円を使用する予定である。

（２）退職給付引当金の取崩

当事業年度において、水道事業会計が負担すべき退職手当の支出のため、退職給付引当金 千円を使用する予定で

ある。

（３）賞与引当金の取崩

当事業年度において、 月分の期末・勤勉手当及び法定福利費を支給するため、賞与引当金 千円を使用する予定で

ある。
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議案第 10 号 

令和５年度 帯広市下水道事業会計予算 
 

（総 則） 

第１条 令和５年度帯広市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１） 年 間 総 処 理 水 量                  下水道事業       25,480,000 ㎥ 

                        農村下水道事業      190,600 ㎥ 

                                                計          25,670,600 ㎥ 

  （２） 水洗便所設置戸数          下水道事業          91,700 戸 

                        農村下水道事業        667 戸 

                        計             92,367 戸 

  （３） 主な建設改良事業                   

       管渠建設事業      下水道事業        延長   1,995 ｍ 

       管渠更新事業      下水道事業          延長   555 ｍ 

              施設設備改良事業    下水道事業    帯広川下水終末処理場滅菌池改築事業費 

浄化槽設備改良事業      農村下水道事業  合併処理浄化槽整備事業費 
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（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業外費用中、支払利息

及び企業債取扱諸費 千円の財源に充てるため、企業債 千円を借り入れる。

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

第２款 農 村 下 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

収 入 合 計 千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

第３項 予 備 費 千円

第２款 農 村 下 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

支 出 合 計 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 千円、過年

度分損益勘定留保資金 千円、当年度分損益勘定留保資金 千円で補てんするもの

とする。）
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（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業外費用中、支払利息

及び企業債取扱諸費 千円の財源に充てるため、企業債 千円を借り入れる。

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

第２款 農 村 下 水 道 事 業 収 益 千円

第１項 営 業 収 益 千円

第２項 営 業 外 収 益 千円

収 入 合 計 千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

第３項 予 備 費 千円

第２款 農 村 下 水 道 事 業 費 用 千円

第１項 営 業 費 用 千円

第２項 営 業 外 費 用 千円

支 出 合 計 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 千円、過年

度分損益勘定留保資金 千円、当年度分損益勘定留保資金 千円で補てんするもの

とする。）

収 入

第１款 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入 千円

第１項 企 業 債 千円

第２項 国 庫 補 助 金 千円

第３項 他 会 計 出 資 金 千円

第４項 他 会 計 補 助 金 千円

第５項 分担金及び負担金 千円

第２款 農 村 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入 千円

第１項 企 業 債 千円

第２項 他 会 計 出 資 金 千円

第３項 分担金及び負担金 千円

収 入 合 計 千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出 千円

第１項 建 設 改 良 費 千円

第２項 償 還 金 千円

第３項 返 還 金 千円

第４項 予 備 費 千円

第２款 農 村 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出 千円

第１項 建 設 改 良 費 千円

第２項 償 還 金 千円

支 出 合 計 千円
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（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事業名 総額 年度 年割額

下水道事業

資本的支出
建設改良費

帯 広 川 下 水 終 末 処 理 場

滅菌池電気設備設置事業費

千円

令和 年度

令和 年度

令和 年度

千円

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項､期間及び限度額は､次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

（新規）

排水設備改造資金貸付に伴う損失補償

（期間の変更）

排水設備改造資金貸付事務取扱手数料

令和 年度

令和 年度から

令和 年度まで

千円
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（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事業名 総額 年度 年割額

下水道事業

資本的支出
建設改良費

帯 広 川 下 水 終 末 処 理 場

滅菌池電気設備設置事業費

千円

令和 年度

令和 年度

令和 年度

千円

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項､期間及び限度額は､次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

（新規）

排水設備改造資金貸付に伴う損失補償

（期間の変更）

排水設備改造資金貸付事務取扱手数料

令和 年度

令和 年度から

令和 年度まで

千円

（企業債）

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

（下水道事業）

公共下水道事業費

流域下水道事業費

資本費平準化債

下水道事業債

特別措置分

（農村下水道事業）

個別排水処理事業費

資本費平準化債

千円

普通貸借も

しくは証券

発行

％以内
（ただし、利率見

直 し 方 式 で 借 入

れ る 政 府 資 金 及

び 地 方 公 共 団 体

金 融 機 構 資 金 に

ついて、利率の見

直 し を 行 っ た 後

においては、当該

見直し後の利率）

政府資金については、その

融通条件により、銀行その他

の資金の場合にはその債権者

との協定によるものとする。

ただし、企業財政の都合に

より据置期間及び償還期限を

変更し、もしくは低利債に借

換又は繰上償還をすることが

できる。

合 計

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ
以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
（１） 職 員 給 与 費 千円

（他会計からの補助金）
第１０条 特定環境保全公共下水道事業等に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金
額は、 千円である。

令和５年３月１日提出

帯広市長 米 沢 則 寿
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　収　　入 　支　　出 （単位　千円）
予 定 額 備 考 予 定 額 備 考

下 水 道 事 業 収 益 下 水 道 事 業 費 用
営 業 収 益 営 業 費 用

下 水 道 使 用 料 管 渠 費
他 会 計 負 担 金 水 質 指 導 費
他 会 計 補 助 金 処 理 場 費
貸 付 金 元 金 収 入 普 及 促 進 費
そ の 他 営 業 収 益 業 務 費

総 係 費
営 業 外 収 益 職 員 給 与 費

受取利息及び配当金 流 域 下 水 道 管 理 費
他 会 計 補 助 金 減 価 償 却 費
長 期 前 受 金 戻 入 資 産 減 耗 費
雑 収 益 営業外費用

雑 支 出
予 備 費

予 備 費

農村下水道事業収益 農村下水道事業費用
営 業 収 益 営 業 費 用

下 水 道 使 用 料 管 渠 費

他 会 計 負 担 金 処 理 場 費
貸 付 金 元 金 収 入 浄 化 槽 費

普 及 促 進 費
営 業 外 収 益 業 務 費

他 会 計 補 助 金 総 係 費
長 期 前 受 金 戻 入 職 員 給 与 費
雑 収 益 減 価 償 却 費

営業外費用

雑 支 出

消 費 税 及 び
地 方 消 費 税

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

収　入　合　計 支　出　合　計

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

令和５年度　帯広市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

款 項 目 款 項 目
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　収　　入 　支　　出 （単位　千円）

予 定 額 備 考 予 定 額 備 考
下水道事業資本的収入 下水道事業資本的支出

企 業 債 建設改良費
建 設 改 良 費 等 の 固 定 資 産 取 得 費
財 源 に 充 て る 管 渠 建 設 費
た め の 企 業 債 施 設 設 備 改 良 費

国 庫 補 助 金
社 会 資 本 整 備
総 合 交 付 金 流 域 下 水 道 建 設 費

他 会 計 出 資 金 職 員 給 与 費
他 会 計 出 資 金 償 還 金

他 会 計 補 助 金 企 業 債 償 還 金
他 会 計 補 助 金 返 還 金

分担金及び負担金 社 会 資 本 整 備
受 益 者 負 担 金 総 合 交 付 金 返 還 金

他 会 計 負 担 金 予 備 費
予 備 費

農 村 下 水 道 事 業
資 本 的 収 入

農 村 下 水 道 事 業
資 本 的 支 出

企 業 債 建設改良費
建 設 改 良 費 等 の 浄 化 槽 設 備 改 良 費
財 源 に 充 て る

た め の 企 業 債
他 会 計 出 資 金 職 員 給 与 費

他 会 計 出 資 金 償 還 金
分担金及び負担金 企 業 債 償 還 金

受 益 者 分 担 金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

受 益 者 負 担 金 等
業 務 費

収　入　合　計 支　出　合　計

款 項 目 款 項 目

受 益 者 負 担 金 等
業 務 費
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(単位  千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よる 支出 △ 1,081,876

減 価 償 却 費 無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よる 支出 △ 139,909

退職給付引当金の増減額（△は減少） 国 庫 補 助 金 に よ る 収 入

貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ） △ 1,947 国 庫 補 助 金 の 返 還 に よ る 支 出 △ 1,122

賞 与 引 当 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ） 他 会 計 補 助 金 に よ る 収 入

長 期 前 受 金 戻 入 額 △ 1,087,777 分 担 金 及 び 負 担 金 に よ る 収 入

受 取 利 息 及 び 配 当 金 △ 12 控 除 対 象 外 消 費 税 圧 縮 額 △ 36,932

支 払 利 息 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 848,249

固 定 資 産 除 却 損

未 収 金 の 増 減 額 （ △ は 増 加 ） ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

未 払 金 の 増 減 額 （ △ は 減 少 ） △ 986 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る

　　　　　　小　　　　　　計 た め の 企 業 債 に よ る 収 入

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る

利 息 の 支 払 額 △ 240,457 た め の 企 業 債 の 償 還 に よ る 支 出 △ 1,772,195

そ の 他 の 企 業 債 に よ る 収 入

その他の企業債の償還による支出 △ 57,628

他 会 計 出 資 金 に よ る 収 入

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 999,642

△ 6,962

令和５年度  帯広市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

資 金 増 加 額 （ 又 は 減 少 額 ）

資 金 期 首 残 高

資 金 期 末 残 高
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(単位 千円)

１ 固 定 資 産 ３ 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産 企 業 債

イ 土 地 イ 建設改良費等の財源に

ロ 建 物 充 て る た め の 企 業 債

建 物 ロ そ の 他 の 企 業 債

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,518,488 企 業 債 合 計

ハ 構 築 物 引 当 金

構 築 物 イ 退 職 給 付 引 当 金

減 価 償 却 累 計 額 △ 55,984,802 固 定 負 債 合 計

ニ 機 械 及 び 装 置

機 械 及 び 装 置 ４ 流 動 負 債

減 価 償 却 累 計 額 △ 5,842,033 企 業 債

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 イ 建設改良費等の財源に

工 具 器 具 及 び 備 品 充 て る た め の 企 業 債

減 価 償 却 累 計 額 △ 48,468 ロ そ の 他 の 企 業 債

ヘ 建 設 仮 勘 定 企 業 債 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計 未 払 金

無 形 固 定 資 産 引 当 金

イ 施 設 利 用 権 イ 賞 与 引 当 金

ロ 電 話 加 入 権 預 り 金

無 形 固 定 資 産 合 計 流 動 負 債 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 ５ 繰 延 収 益

ロ 破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 受 金

破産更生債権等貸倒引当金 △ 267 イ 国 庫 補 助 金

投資その他の資産合計 ロ 道 補 助 金

ハ 他 会 計 補 助 金

ニ 分 担 金 及 び 負 担 金

ホ 工 事 補 償 金

へ 受 贈 財 産 評 価 額

ト そ の 他 長 期 前 受 金

固 定 資 産 合 計 長 期 前 受 金 合 計

令和５年度  帯広市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

資  産  の  部 負  債  の  部
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２ 流 動 資 産 長期前受金収益化累計額
現 金 預 金 イ 国 庫 補 助 金 △ 20,480,045
未 収 金 ロ 道 補 助 金 △ 22,728
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 15,060 ハ 他 会 計 補 助 金 △ 2,964,937

ニ 分 担 金 及 び 負 担 金 △ 4,868,148
流 動 資 産 合 計 ホ 工 事 補 償 金 △ 119,572

へ 受 贈 財 産 評 価 額 △ 4,090,612
ト そ の 他 長 期 前 受 金 △ 204,533

長期前受金収益化累計額合計 △ 32,750,575
建設仮勘定長期前受金
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

６ 資 本 金
７ 剰 余 金

資 本 剰 余 金
イ 国 庫 補 助 金
ロ 道 補 助 金
ハ 他 会 計 補 助 金
ニ 分 担 金 及 び 負 担 金
ホ 受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

資  本  の  部
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２ 流 動 資 産 長期前受金収益化累計額
現 金 預 金 イ 国 庫 補 助 金 △ 20,480,045
未 収 金 ロ 道 補 助 金 △ 22,728
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 15,060 ハ 他 会 計 補 助 金 △ 2,964,937

ニ 分 担 金 及 び 負 担 金 △ 4,868,148
流 動 資 産 合 計 ホ 工 事 補 償 金 △ 119,572

へ 受 贈 財 産 評 価 額 △ 4,090,612
ト そ の 他 長 期 前 受 金 △ 204,533

長期前受金収益化累計額合計 △ 32,750,575
建設仮勘定長期前受金
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

６ 資 本 金
７ 剰 余 金

資 本 剰 余 金
イ 国 庫 補 助 金
ロ 道 補 助 金
ハ 他 会 計 補 助 金
ニ 分 担 金 及 び 負 担 金
ホ 受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

資  本  の  部

(単位  千円)
１ 下　水　道　事　業

１.

２.

３.

４.

５.

下 水 道 事 業 経 常 利 益

下 水 道 事 業 当 年 度 純 利 益

雑 収 益

営 業 外 費 用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑 支 出

予 備 費
予 備 費

資 産 減 耗 費

下 水 道 事 業 営 業 損 失

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金

他 会 計 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入

補 助 金

普 及 促 進 費
業 務 費
総 係 費
職 員 給 与 費
流 域 下 水 道 管 理 費
減 価 償 却 費

貸 付 金 元 金 収 入
そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用
管 渠 費
水 質 指 導 費
処 理 場 費

令和４年度　帯広市下水道事業会計予定損益計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

営 業 収 益
下 水 道 使 用 料
他 会 計 負 担 金
他 会 計 補 助 金
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２ 農　村　下　水　道　事　業

１.

２.

３.

４.

農 村 下 水 道 事 業 経 常 利 益

農村下水道事業当年度純利益

当 年 度 純 利 益

その他未処分利益剰余金変動額

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

他 会 計 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益

営 業 外 費 用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑 支 出

総 係 費
職 員 給 与 費
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費

農 村 下 水 道 事 業 営 業 損 失

営 業 外 収 益

営 業 費 用
管 渠 費
処 理 場 費
浄 化 槽 費
普 及 促 進 費
業 務 費

営 業 収 益
下 水 道 使 用 料
他 会 計 負 担 金
貸 付 金 元 金 収 入
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２ 農　村　下　水　道　事　業

１.

２.

３.

４.

農 村 下 水 道 事 業 経 常 利 益

農村下水道事業当年度純利益

当 年 度 純 利 益

その他未処分利益剰余金変動額

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

他 会 計 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益

営 業 外 費 用
支払利息及び企業債取扱諸費
雑 支 出

総 係 費
職 員 給 与 費
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費

農 村 下 水 道 事 業 営 業 損 失

営 業 外 収 益

営 業 費 用
管 渠 費
処 理 場 費
浄 化 槽 費
普 及 促 進 費
業 務 費

営 業 収 益
下 水 道 使 用 料
他 会 計 負 担 金
貸 付 金 元 金 収 入

(単位 千円)

１ 固 定 資 産 ３ 固 定 負 債

有 形 固 定 資 産 企 業 債

イ 土 地 イ 建設改良費等の財源に

ロ 建 物 充 て る た め の 企 業 債

建 物 ロ そ の 他 の 企 業 債

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,469,022 企 業 債 合 計

ハ 構 築 物 引 当 金

構 築 物 イ 退 職 給 付 引 当 金

減 価 償 却 累 計 額 △ 54,080,125 固 定 負 債 合 計

ニ 機 械 及 び 装 置

機 械 及 び 装 置 ４ 流 動 負 債

減 価 償 却 累 計 額 △ 5,614,511 企 業 債

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品 イ 建設改良費等の財源に

工 具 器 具 及 び 備 品 充 て る た め の 企 業 債

減 価 償 却 累 計 額 △ 45,819 ロ そ の 他 の 企 業 債

ヘ 建 設 仮 勘 定 企 業 債 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計 未 払 金

無 形 固 定 資 産 引 当 金

イ 施 設 利 用 権 イ 賞 与 引 当 金

ロ 電 話 加 入 権 預 り 金

無 形 固 定 資 産 合 計 流 動 負 債 合 計

投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 ５ 繰 延 収 益

ロ 破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 受 金

破産更生債権等貸倒引当金 △ 1,267 イ 国 庫 補 助 金

投資その他の資産合計 ロ 道 補 助 金

ハ 他 会 計 補 助 金

ニ 分 担 金 及 び 負 担 金

ホ 工 事 補 償 金

へ 受 贈 財 産 評 価 額

ト そ の 他 長 期 前 受 金

固 定 資 産 合 計 長 期 前 受 金 合 計

令和４年度  帯広市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資  産  の  部 負  債  の  部
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２ 流 動 資 産 長期前受金収益化累計額
現 金 預 金 イ 国 庫 補 助 金 △ 19,806,340
未 収 金 ロ 道 補 助 金 △ 20,002
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 16,007 ハ 他 会 計 補 助 金 △ 2,893,555

ニ 分 担 金 及 び 負 担 金 △ 4,730,637
流 動 資 産 合 計 ホ 工 事 補 償 金 △ 115,065

へ 受 贈 財 産 評 価 額 △ 3,946,882
ト そ の 他 長 期 前 受 金 △ 203,406

長期前受金収益化累計額合計 △ 31,715,887
建設仮勘定長期前受金
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

６ 資 本 金
７ 剰 余 金

資 本 剰 余 金
イ 国 庫 補 助 金
ロ 道 補 助 金
ハ 他 会 計 補 助 金
ニ 分 担 金 及 び 負 担 金
ホ 受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

資  本  の  部
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２ 流 動 資 産 長期前受金収益化累計額
現 金 預 金 イ 国 庫 補 助 金 △ 19,806,340
未 収 金 ロ 道 補 助 金 △ 20,002
未 収 金 貸 倒 引 当 金 △ 16,007 ハ 他 会 計 補 助 金 △ 2,893,555

ニ 分 担 金 及 び 負 担 金 △ 4,730,637
流 動 資 産 合 計 ホ 工 事 補 償 金 △ 115,065

へ 受 贈 財 産 評 価 額 △ 3,946,882
ト そ の 他 長 期 前 受 金 △ 203,406

長期前受金収益化累計額合計 △ 31,715,887
建設仮勘定長期前受金
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

６ 資 本 金
７ 剰 余 金

資 本 剰 余 金
イ 国 庫 補 助 金
ロ 道 補 助 金
ハ 他 会 計 補 助 金
ニ 分 担 金 及 び 負 担 金
ホ 受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 産 合 計 負 債 資 本 合 計

資  本  の  部

注 記

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却方法

イ．有形固定資産

（イ）減価償却の方法 定額法による。

（ロ）主な耐用年数

建物 ８～５０年

構築物 １０～５０年

機械及び装置 ７～２０年

工具器具及び備品 ４～１５年

ロ．無形固定資産

（イ）減価償却の方法 定額法による。

（ロ）耐用年数

施設利用権 ５０年

（２）引当金の計上方法

イ．貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ．退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末の退職手当要支給額における、下水道事業会計が負担すべき金額

を計上している。計上額の算定に当たっては、職員が下水道事業会計に在職した月数に基づき、負担額の算定を行って

いる。

ハ．賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額

に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。
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２．予定キャッシュ・フロー計算書等関連

（１）重要な非資金取引

当事業年度において、重要な非資金取引は予定していない。

３．予定貸借対照表等関連

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

令和５年度下水道事業会計予定貸借対照表に計上されている企業債（ 年以内に償還予定のものも含む）のうち、「一般会

計から公営企業会計に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は 千円である。

（２）みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 年 月 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額に

ついては、平成 年 月 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把

握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象

とした按分等の方法を用いて、勘定科目とともに適正かつ合理的に整理している。

４．セグメント情報の開示

（１）報告セグメントの概要

当下水道事業会計では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業を運営

しており、公共下水道事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事

業（雨水処理）」、「特定環境保全公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「個別排水処理事業」の５つの報告セグメントと

している。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分 事業の内容

（下水道事業）

公共下水道事業（汚水処理） 市街化区域におけるし尿・生活雑排水等の処理

公共下水道事業（雨水処理） 市街化区域における雨水排除

特定環境保全公共下水道事業 川西町、愛国町、大正町の一部の区域におけるし尿・生活雑排水等の処理

（農村下水道事業）

農業集落排水事業 清川町の一部の区域におけるし尿・生活雑排水等の処理

個別排水処理事業
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業以外の区

域におけるし尿・生活雑排水等の処理

- 56 -



２．予定キャッシュ・フロー計算書等関連

（１）重要な非資金取引

当事業年度において、重要な非資金取引は予定していない。

３．予定貸借対照表等関連

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

令和５年度下水道事業会計予定貸借対照表に計上されている企業債（ 年以内に償還予定のものも含む）のうち、「一般会

計から公営企業会計に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は 千円である。

（２）みなし償却制度の廃止に伴う移行処理について

平成 年 月 日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額に

ついては、平成 年 月 日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把

握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象

とした按分等の方法を用いて、勘定科目とともに適正かつ合理的に整理している。

４．セグメント情報の開示

（１）報告セグメントの概要

当下水道事業会計では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業を運営

しており、公共下水道事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事

業（雨水処理）」、「特定環境保全公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、「個別排水処理事業」の５つの報告セグメントと

している。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分 事業の内容

（下水道事業）

公共下水道事業（汚水処理） 市街化区域におけるし尿・生活雑排水等の処理

公共下水道事業（雨水処理） 市街化区域における雨水排除

特定環境保全公共下水道事業 川西町、愛国町、大正町の一部の区域におけるし尿・生活雑排水等の処理

（農村下水道事業）

農業集落排水事業 清川町の一部の区域におけるし尿・生活雑排水等の処理

個別排水処理事業
公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業以外の区

域におけるし尿・生活雑排水等の処理

（２）報告セグメントごとの営業収益等

前事業年度（自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日） （単位 千円）

当事業年度（自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日） （単位 千円）

事業区分
公共下水道事業

（汚水処理）

公共下水道事業

（雨水処理）

特定環境保全

公共下水道事業
共通 小計

農業集落

排水事業

個別排水

処理事業
小計 合計

営業収益

営業費用

営業損益 △ △ △ △ △ △ △ △

経常損益 △

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額

事業区分
公共下水道事業

（汚水処理）

公共下水道事業

（雨水処理）

特定環境保全

公共下水道事業
共通 小計

農業集落

排水事業

個別排水

処理事業
小計 合計

営業収益

営業費用

営業損益 △ △ △ △ △ △ △ △

経常損益

セグメント資産

セグメント負債

その他の項目

他会計繰入金

減価償却費

有形固定資産及び

無形固定資産の増加額
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５．その他

（１）貸倒引当金の取崩

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に、貸倒引当金 千円を使用する予定である。

（２）退職給付引当金の取崩

当事業年度において、下水道事業会計が負担すべき退職手当の支出のため、退職給付引当金 千円を使用する予定で

ある。

（３）賞与引当金の取崩

当事業年度において、 月分の期末・勤勉手当及び法定福利費を支給するため、賞与引当金 千円を使用する予定で

ある。
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